
規 則

�愛媛県規則第４号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

第１号様式３（表）中

「 ○公 受 付 票

口座

番号
加入者

愛媛県指定金融機関

店

郵便番号

納人

様

「 ○公 受 付 票

口座

番号
加入者

愛媛県指定金融機関

店

納人

様

を

」 」

に、「継続検査用」を「継続検査・構造等変更検査用」に改め、同様式３（裏）中「、継続検査（車検）」を「、継続検査（車検）又は構

造等変更検査」に、「の継続検査（車検）」を「の継続検査（車検）及び構造等変更検査」に改め、同様式６（表）中「継続検査（車検）

用」を「継続検査（車検）・構造等変更検査用」に改める。

第２号様式５（表）及び第９号様式２（表）中

発 行 愛 媛 県
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「 ○公 受 付 票

口座

番号
加入者

愛媛県指定金融機関

店

郵便番号

納人

様

「 ○公 受 付 票

口座

番号
加入者

愛媛県指定金融機関

店

納人

様

を

」 」

に改める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第５号
愛媛県保健所使用料規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県保健所使用料規則の一部を改正する規則

愛媛県保健所使用料規則（昭和３３年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

保健所使用料条例（昭和２３年愛媛県条例第３８号）第２条の規定に基く使用

料の額は、次のとおりとする。

１ 試験及び検査料

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（昭和２７年愛

媛県規則第１７号）第４条に定める額

保健所使用料条例（昭和２３年愛媛県条例第３８号）第２条の規定に基く使用

料の額は、次のとおりとする。

１ 試験及び検査料

ア エックス線写真及び透視

種別 規格 単位 使用料

金額

感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第

５３条の２若しくは労働安全衛

生法（昭和４７年法律第５７号）

第６６条の規定による定期の健

康診断又は５０人以上の集団検

診の使用料の額

直接

撮影

大角 １枚 １，３００円 ４０９円

大陸 同 １，２７０円

四ツ切 同 １，２５０円

六ツ切 同 １，２４０円

八ツ切 同 １，２３０円

カビネ 同 １，２３０円

間接

撮影

１００ミリミ

ラーカメラ

同 ６２０円 １１８円

７０ミリミラ

ーカメラ

同 ６１０円 ９０円

断層診断 ２，８８０円

注 フイルム２枚以上使用した場合は、フイルム１枚を増すごとに、次の

額を加算する。

規格 単位 金額

大角 １枚 １２０円

愛 媛 県 報平成２２年３月１２日 第２１４８号
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大陸 同 ９０円

四ツ切 同 ７０円

六ツ切 同 ５０円

八ツ切 同 ４０円

カビネ 同 ４０円

肺がん検診読影検査 ５０３円

イ 検査

種別 項目 単位 使用料

金額

学校保健安全法（昭和３３年法

律第５６号）第１３条第１項の規

定による学校検診、労働安全

衛生法第６６条第１項の規定に

よる定期の健康診断又は高齢

者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第２０

条の規定による特定健康診査

の使用料の額

検査 赤血球沈降

速 度 測 定

（採血料を

含む。）

１回

につ

き

１７０円 １７０円

ツベルクリ

ン反応

同 ２３３円

問診 同 ２４０円 ２４０円

理学的診察 同 ４９５円 ４９５円

血圧測定検

査

同 ２４１円 ２４１円

たん

尿検査（蛋

白定性、糖

定性、ウロ

ビリノーゲ

ン定性、潜

血反応、ケ

ト ン 体 定

性、ビリル

ビン定性、

ＰＨ、亜硝

酸塩定性）

１検

体に

つき

３００円 ３００円

心電図検査 １回

につ

き

１，２００円 １，２００円

精密眼底検

査

片側

１回

につ

き

６５０円 ６５０円

簡易聴力検

査

１回

につ

き

６４０円 ６４０円

ウ その他

診断書料 １枚につき ５００円

愛 媛 県 報平成２２年３月１２日 第２１４８号
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�愛媛県告示第２７３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

新居浜市東田三丁目乙４５、乙４６

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第２７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

伊豫郡大谷池土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

平成２２年３月１２日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

２ 省略

３ 診断書料及び文書料 １部につき ５００円

文書料 同 ５００円

エ その他試験及び検査料

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（昭和２７

年愛媛県規則第１７号）第４条に定める額

２ 省略

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第２７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２７７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜停車場線
新居浜市坂井町２丁目甲３５７８番１２から

同２丁目甲３５９６番６まで
平成２２年３月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大島環状線
今治市宮窪町早川１３６８番地先から

今治市宮窪町早川１３６５番地先まで

旧 ２．４～５．８ ０．０５５

新 ３．２～３３．０ ０．０５５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 井 馨一郎 伊予郡松前町大字南黒田６３０番地

愛 媛 県 報平成２２年３月１２日 第２１４８号
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�愛媛県告示第２７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、宇和島市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の

届出があった。

平成２２年３月１２日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�愛媛県告示第２７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第８９５８号 平成１７年
１２月１４日 �竹田塗装 竹田 一久 伊予市下吾川字壱丁地５７

７－７
平成２２年
２月２日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１６２３８号 平成２０年
１月２８日 日向建築工房 日向 義幸 松山市竹原３－１２－１６ビ

リーブイン村口１０２
平成２２年
２月３日

建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

（般－１９）第４７８１号 平成１９年
７月３１日 篠崎建築 篠崎 三郎 伊予郡松前町大字恵久美

６１９－３
平成２２年
２月４日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１１３１１号 平成１８年
１０月９日 �松岡電気 河野 康之 上浮穴郡久万高原町久万

６２３－３
平成２２年
２月８日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１６）第５１０５号 平成１７年
３月２２日 愛媛ビルメン� 米岡 弘文 松山市勝山町１－１９－３ 平成２２年

２月１６日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第３３９４号 平成１７年
８月７日 岩本塗装店 岩本 善夫 松山市竹原４－２－３０ 平成２２年

２月１７日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－１６）第２９０５号 平成１７年
３月４日 坂本興産� 坂本 広市 松山市土居田町１９４ 平成２２年

２月１７日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市鴨川二丁目６４３番２５から

同市鴨川二丁目７６４番５まで
平成２２年３月１２日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 岩渕地区 平成２２年２月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町小山１５０３番地先から

同町小山１５０１番２まで

旧 ５．４～１０．６ ０．０７１

新 ５．６～３２．３ ０．０７０

愛 媛 県 報平成２２年３月１２日 第２１４８号
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�愛媛県告示第２８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町小山１５０３番地先から

同町小山１５０１番２まで
平成２２年３月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線 南宇和郡愛南町緑甲１２２８番４

旧 １０．４～１１．１ ０．００４

新 １０．４～１１．２ ０．００４

〃 〃 南宇和郡愛南町緑甲１２２８番５

旧 ５．０～９．０ ０．０７２

新 ９．０～１１．５ ０．０７１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線 南宇和郡愛南町緑甲１２２８番４ 平成２２年３月１２日

〃 〃 南宇和郡愛南町緑甲１２２８番５ 〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線 南宇和郡愛南町僧都８７９番１０ 平成２２年３月１２日
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�愛媛県告示第２８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜町上老松甲６８２番５地先から

同町上老松甲７０５番１まで

旧 ７．８～９．０ ０．２６０

新 ８．１～３６．３ ０．２６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜町上老松甲６８２番５地先から

同町上老松甲７０５番１まで
平成２２年３月１５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町寺村２０８７番地先から

同町寺村２０８４番地先まで
平成２２年３月１２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大茅辰ノ口線
西予市城川町野井川１１４７番２から

同町野井川１１４７番２まで
平成２２年３月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大茅辰ノ口線

西予市城川町野井川４１０４番２から

同町野井川４１０４番２まで
旧 ４．０～１０．０ ０．０７８

西予市城川町野井川１１４７番２から

同町野井川１１４７番２まで
新 １１．０～２３．０ ０．０７８
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公 告

正 誤

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２２年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務委託

� 委託業務名及び数量

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

契約日の翌日から平成２３年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市若草町７番地（交通管制センター）ほか

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２０年度、平成２１年度、平成２２年度の製

造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認めら

れた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の交通管制センター、サブセンター等設備

保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履

行し得る体制が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課交通安全施設係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

平成２２年４月２１日（水）午前１０時００分

� 事前提出書類（入札書のほかに提出する書類）の受領期限

平成２２年４月１６日（金）午後５時１５分まで

� 開札の日時及び場所

平成２２年４月２１日（水）午前１０時００分

愛媛県警察本部２階第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、２の�を証明でき
る書類を事前提出書類の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛

媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be required：

Maintenance and upkeep of Traffic Control Center and

Sub-center，１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．２１ April２０１０

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administrative

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

Tel０８９―９３４―０１１０

�正 誤

平成２１年１０月１６日付け第２１０９号愛媛県規則第５３条（土壌汚染対策

法施行細則）中

ページ 箇 所 誤 正

９０９ 第１条中

土壌汚染対策法施行令
（平成１４年政令第３３６
号。以下「政令」とい
う。）

土壌汚染対策法施行令
（平成１４年政令第３３６
号）

平成２２年３月１２日 発行
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